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洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て

選
挙

昭
和
四
十
五
年
五
月

四
日
市
市
議
会
臨
時
会
会
談
録
目
次

会
期
の
決
定
に
つ
い
て
．．．．．．．．．．． 
…
…
・
・
:
・
:
 

四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
案
説
明
：
質
疑
、
討
論
、
議
決

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

議
案
説
明
：
質
炭
‘
討
論
ヽ
議
決

四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
選
任
に
つ
い
て

選
任
；
．．．．．．．．．． 

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て

選
挙
：
＇
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第
1

号
（
五
凡
ヤ
古
再
ふ
）

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て
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・
:
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選
挙

四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
：

会
期
の
延
長
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
'•.•• 

，．
 

第
1
1

号―

0
社
月
’
―
―
十
二
田
）
．
ー
・
、

四
日
市
市
議
会
副
議
長
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
議
長
の
辞
峨
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
議
長
選
挙
に
つ
い
て

選
挙
：
·
：
·
…
•
9
9
9
9
9
9
9
,

．
,
．
,
‘
,．
． 
,
 
．．．．．．．．． 

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

議
案
説
明
：
質
擬
、
討
論
、
議
決
•
…
·
:
·
:

選
挙

昭
和
四
十
五
年
五
月
十
五
日

四

日

市

市

議

会

臨

時

会

会

議

録

四

日

市

市

議

＾ 第
一
号
）

◆
 ．．

 

会

ロ
.
；
：
：
三
四
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第
―
―
―
―

第

議
案
第
五
六
号

選

挙

第

五

号

発

議

第

七

号

昭
和
四
十
五
年
五
月
十
五
日
（
金
）
午
後
一
時
開
会

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

会
期
の
決
定
に
つ
い
て

議
案
第
五
四
号

議
案
第
五
五
号

1

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
：
・
：

四
日
市
市
議
会
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て

選
挙
第
一
＿
号
四
日
市
市
議
会
議
長
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
選
任
に
つ
い
て
：
…
…
…
…
…
•
•

選

挙

第

三

号

選

挙

第

四

号

四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
副
議
長
選
挙
に
つ
い
て

選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て
；
：

三
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て
•
•
…
…
…
•

四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
•
…
…
•
…
…
…
…
…
…
•
•
9
,．．．．． 
議

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…

0
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

決

議
案
説
明
・
・
質
疑
、
討
論
、
議
決

第

選

挙

第
一
〇

挙 挙

第

九

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の

第

八

発

議

第

六

号

選

任

第

七

選

挙

第

六

第

五

選

挙

第

一

号

挙

第

四

第 第 第 〇

議

事

日

程

”
 

II 
ヽ

，
 

議
案
説
明
・
・
質
疑
‘
討
論
ヽ
議
決

.

.
 
11.
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選

:
·
…
•
•
•
•
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日
程
第
一

日
程
追
加

日
程
第
一
〇

日
程
第
一
―

日

程

第

九

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

議
案
第
五
五
号

選

挙

第

三

号

選

挙

第

四

号

選

挙

第

五

号

発

議

第

七

号

0
出
席
議
員
（
四
十
三
名
）

日

程

第

八

発

議

第

六

号

四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

議
員
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て

こ`．`
会期

0
延
長

g
つ
い
｝
ズ

日

程

第

四

日
程
第

日
程
第

会
期
の
決
定
爬
つ

5

い
て

議
案
第
五
四
号

日
程
第

辻

誠

君

高

橋

力

君

志

積

政

君

坂

上

長

十

郎

君

後

藤

藤

太

郎

君

小

林

喜

夫

君

小

林

哲

夫

君

訓

覇

也

男

君

北

村

与

市

君

喜

多

野

等

君

JI( 加

藤

定

村

潔

君
男

君

笠

田

七

衛

君

大

谷

・

喜

正

君

大

島

武

君

岩

田

久

雄雄

君

伊：伊

藤

信

君

郎

君．
 

慈

太

伊

籐

泰

君

伊

藤

金

君

荒

木

武

治

君

天昧

春

文

四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
選
任
に
つ
い
て

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会

三
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

岡

雄郎

君君
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〇
欠
席
議
員
(
-
名
）

〇
議
事
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者

0
出
席
事
務
局
臓
員

事

務

局

長

鷲

野

正

L

和

君

建

設

部

長

園

浦

廂

己

君

税

務

部

長

総

務

部

長

伊乎

藤

涼

君

井
＇
清

君

市

長

公

室

長

谷

沢

文

男

君

収

入

役

庄

司

良

君

助

役

加

藤

嗣

君

助

役

岩

野

寛し見

斉

君

市

長

九

鬼

喜

久

男

君

谷

ロ

専
u

九

君

吉

垣

照

男

君

山

本

勝

・

君

山

中

忠

君

山

ロ

信

生

君

安

垣乎

豊

勇

君

六

司

君

宮

田

勇

.

君

松

島

良

君

増

山

英

君

前

川

辰

男

君

藤

井

泰

治

郎

君

日

比

義

乎

君

日

沖

武

男

君

早

川

正

夫

君

服

部

昌

弘

君

長

谷

川

鐸

元

君

野

崎

4

貞

．

芳

君

生

川

乎

蔵

君

豊

田

稔

君

坪

井

妙

子

君

-5-
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0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

〔
味
岡
一
郎
君
登
壇
〕

以
下
同
文

表

彰

状

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

〔
日
比
義
平
君
登
壇
〕

本
日
の
出
席
議
員
は
、

願
い
を
い
た
し
ま
す
。

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

長
会
に
お
い
て
、
笠
田
、

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

表

彰

状

た
だ
い
ま
か
ら
昭
和
四
十
五
年
五
月
、

四
十
名
で
あ
り
ま
す
。

本
日
の
議
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、

永
年
在
臓
議
員
表
彰
状
伝
達
の
件

こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、

昭
和
四
十
五
年
五
月
四
日

〔
表
彰
状
授
与
〕
（
拍
手
）

〔
表
彰
状
授
与
〕
（
拍
手
）

書 書

日
-

四
日
市
市
議
会
議
員

比

義

青

木

梅

太

郎

浜

松

市

議

会

議

長

東
海
市
議
会
議
長
会
会
長

笠

田

七

午
後
一
時
五
分
開
会

四
日
市
市
議
会
臨
時
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

苓
手
元
に
配
布
い
た
し
ま
し
た
議
事
日
程
に
よ
り
取
り
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、

会
議
に
先
立
ち
ま
し
て
、
去
る
五
月
四
日
浜
松
市
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
第
五
十
三
回
東
海
市
議
会
議

日
比
の
両
議
員
が
十
五
年
以
上
の
勤
続
議
員
と
し
て
、

れ
ぞ
れ
表
彰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
表
彰
状
の
伝
達
を
行
た
い
ま
す
。

盆
笠
田
七
衛
君
登
壇
〕

ま
た
味
岡
議
員
が
十
年
以
上
の
勤
続
議
員
と
し
て
、
そ

四
日
市
市
議
会
議
員

め
、
地
方
自
治
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
た
功
績
は
ま

あ
な
た
は
、
市
議
会
議
員
の
要
職
に
あ
る
こ
と
十
五
年
、
鋭
意
市
政
の
振
興
に
つ
と

こ
こ
に
本
会
表
彰
規
程
に
よ
り
、
記
念
品
を
贈
呈
し
て
表
彰
し
ま
す
。

記

板

崎

大

之

丞

君

記

柴

田

静

良

君

議

事

係

長

小

坂

靖

君

次

長

森

正

太

郎

君

平 衛

殿 殿

よ
ろ
し
く
ぉ

-7- -6-



市
長
。

と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、

あ
な
た
は
、
市
議
会
議
員
の
要
識
に
あ
る
こ
と
十
年
、
鋭
意
市
政
の
振
興
に
つ
と
め
、
地
方
自
治
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
た
功
績
は
ま
こ
レ

こ
こ
に
本
会
表
彰
規
程
に
よ
り
、
記
念
品
を
贈
呈
し
て
表
彰
し
ま
す
。

昭
和
四
十
百
年
五
月
四
日

り
で
あ
り
ま
す
。

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

日
程
第
二

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

要
求
い
た
し
て
お
き
ま
し
た
議
事
説
明
者
の
氏
名
は
、

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
な
い
ま
す
。

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
に
お
い
て
小
林
喜
夫
君
及
び
吉
垣
照
男
君
を
指
名
い
た
し
ま
文

会
期
の
決
定
に
つ
い
て

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

次
に
、

竺
手
元
に
配
布
い
た
し
ま
し
た
要
求
書
写
し
の
と
お

日
程
第
二
、
会
期
の
決
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

今
期
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
会
期
は
一
日
間
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

日
程
第
三
、
議
案
第
五
十
四
号
四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）
次
に
、
日
程
第
三
、
議
案
第
五
十
四
号
四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
を
議
磨
と
い
た
し
ま
す
。

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

〔
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）
登
壇
〕

た
だ
い
ま
ご
上
程
の
議
案
に
つ
い
て
ご
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

〇
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）

議
案
第
五
十
四
号
四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
案
は
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
利
率
等
の
年
利
建
て
移
行
に
関

す
る
法
律
の
施
行
等
に
よ
り
、
所
要
の
改
正
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

令
回
改
正
し
よ
う
と
す
る
お
も
な
内
容
は
、
法
人
税
割
市
民
税
率
の
引
上
げ
、
固
定
資
産
税
に
か
か
る
宅
地
等
に
対
す
る
負
担
調
整
措

置
の
改
定
、
外
国
貿
易
船
に
よ
る
物
品
輸
送
用
コ
ン
テ
ナ
ー
に
か
か
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
‘9
営
業
用
倉
庫
等
に
か
か
る
課
税
標
準
の

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

〔
表
彰
状
授
与
〕
（
拍
手
）

表

彰

状

育

木

梅

太

郎

浜

松

市

議

会

議

長

東
海
市
議
会
議
長
会
会
長

味

四
日
市
市
議
会
議
員

岡

郎

殿

-9-
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特
例
措
置
の
期
限
延
長
、
都
市
計
画
税
に
か
か
る
宅
地
等
に
対
す
る
負
担
調
整
措
置
の
改
定
及
び
課
税
区
城
の
変
更
、

か
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
措
置
の
拡
大
並
び
に
市
税
の
延
滞
金
等
の
計
算
方
法
を
年
利
建
て
と
す
る
等
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
ご
審
議
い
た
だ
き
、
ご
決
議
賜
わ
り
ま
す
よ

9
に
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

「
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

採
決
を
行
な
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
‘

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
議
案
第
五
十
四
号
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
こ
れ
よ
り
議
案
の
採
決
を
行
な
い
ま
す
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

原

案

の

と

お

り

可

決

さ

れ

ま

し

た

。

.

.

.

.

,

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

次
に
、

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

〔
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）
登
壇
〕

〇
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）
た
だ
い
ま
ご
上
程
の
議
案
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

議
案
第
五
十
五
号
は
、
か
ね
て
か
ら
ご
協
議
を
わ
ず
ら
わ
せ
て
お
り
ま
し
た
市
庁
舎
建
設
事
業
に
か
か
る
本
体
工
事
の
請
負
契
約
で
あ

り
ま
し
て
、
指
名
競
争
入
札
の
結
果
、
金
額
十
億
一
千
万
円
を
も
っ
て
、
名
古
屋
市
中
区
錦
＝
＿
丁
目
五
番
十
八
号
戸
田
建
設
株
式
会
社
名

古
屋
支
店
に
落
札
決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
同
社
と
工
事
請
負
契
約
を
締
結
い
た
し
た
＜
ご
提
案
申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ょ
ろ
し
く
ご
審
議
い
た
だ
き
、

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

r 

ご
決
議
賜
わ
り
ま
す
よ

9
に
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
発
言
を
願
い
ま
す
。

「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
議
案
第
五
十
五
号
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に

採
決
を
行
な
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

日
程
第
四
、
議
案
第
五
十
五
号
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

市
長
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
五
十
五
号

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
原
案
の

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
こ
れ
よ
り
議
案
の
採
決
を
行
な
い
ま
す
。

別
段
ご
質
疑
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

日
程
第
四
議
案
第
五
十
五
号
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

よ
っ
て
、
議
案
第
五
十
四
号

四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
は
、

J

r

‘

、

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

r 

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

別
段
ご
質
疑
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ヽ
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

r 

ご
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
発
言
願
い
ま
す
。

身
体
障
害
者
に
か
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伊

藤

泰

以
上
十
一
名
を
教
育
民
生
常
任
委
員
に

君

大生

島川

武平

雄蔵

君君

小

林

喜

夫

君

坂

上

長

十

郎

君

坪

井

妙

子

君

小

林

哲

夫

君

前

川

辰

男

君

伊

藤

太

郎

君

早

川

正

夫

君

喜

多

野

等

君

味

岡

郎

君

伊

藤

1

信

君

以
上
十
一
名
を
総
務
衛
生
常
任
委
員
に

山

ロ

信

生

君

志

積

政

君

吉

垣

照

男

君

大

谷

喜

正

君

笠

田

七

衛

君

辻

誠

君

村

潔

君

山

中

忠 藤

金

君君

JIl 訓

覇

也

男

君

谷

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
委
員
会
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り

伊

口

専

九

君

日
程
第
八
発
議
第
六
号
四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
選
任
に
つ
い
て

〇
議
長
（
服
部
湛
弘
君
）

す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

r 

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

午
後
十
一
時
九
分
再
開

と
沿
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

暫
時
休
憩
を
い
た
し
ま
す
。

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。

〇
議
長
（
服
部
置
弘
君
）

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
際
日
程
の
順
序
を
変
更
し
、

ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

午
後
一
時
十
四
分
休
憩

午
後
五
時
五
十
＿
＿
一
分
休
憩

日
程
第
八
な
い
し
日
程
第
十
ー
ー
を
先
議
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

次
に
、

こ
の
際
日
程
の
順
序
を
変
更
し
、
日
程
八
な
い
し
日
程
十
一
ー
を
先
議

日
程
第
八
、
発
議
第
六
号
四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
選
任
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
尤

本
日
の
会
議
時
閲
は
、
議
事
の
都
合
上
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
を
延
長
い
た
し
ま
す
。

午
後
五
時
五
十
―
―
分
再
開

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。
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r-＼ 

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

い
ま
す
。

日
程
第
九

君

以
上
十
一
名
を
建
設
常
任
委
員
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

て
、
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
以
上
の
諸
君
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
；

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）
こ
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ

委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

午
後
十
一
時
ー
ー
十
六
分
再
開

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

休
憩
中
に
各
常
任
委
員
会
の
正
副
委
員
長
を
ご
決
定
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
氏
名
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

教
育
民
生
委
員
会

ー
副
委
員
長

選
挙
第
三
号
四
日
市
C

ー
菰
野
｀
，
川
越
？
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
選
挙
底
口

5
で

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

次
に
、

日
程
第
九
、
選
挙
第
三
号
四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
を
行
な
一

本
件
は
、
今
回
生
川
平
蔵
君
、
伊
藤
金
一
君
、
伊
藤
泰
一
君
、
野
崎
貞
芳
君
、
筵
田
七
衛
君
の
五
人
が
辞
峨
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ

を
補
充
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し
た

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

委
員
長

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

産
業
水
道
委
員
会

建

設

委

員

会

増

山

英

君

副

委

員

長

日

武

男

君

委

員

長

山

本

勝

君

副

委

員

長

藤

沖井

泰

治

郎

君

委

員

長

伊

藤

信

君

副

委

員

長

坪

井

妙

子

君

総

務

衛

生

委

員

会

委

員

長

大

谷

喜

正

君

午
後
十
一
時
十
ー
ー
分
休
憩

暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

加

藤

定

男

天

春

文

雄

君

長

谷

川

鐸

元

君

日

沖

武

男

日

比

義

乎

君君

宮

田

増

山

英

勇

君君

六

乎

豊

司

君

野

崎

貞

芳

君

荒

木

武

治

君

岩

田

久

雄

君

北

与

以
上
十
'
-
名
を
産
業
水
道
常
任
委
員
に

村垣

市

君

安後

勇

君

松

島

泰

治

ー一郎

良

君

藤

藤

太

郎

君

藤

井

高

橋

力

君

服

部

昌

弘

豊

田

稔

君

山

本

君 君

勝

君

辻

誠

君
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が
四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

日

比

義

平

君

生

君

伊

藤

泰

君

喜

多

野
｝
 

平

蔵等

君

羹
い
ま
指
名
●
た
し
ま
し
た
訓
覇
也
男
君
、
辻

に
＿
こ
異
議
あ

9
ま
姑
ん
か
。

誠
二
君
、
大
谷
喜
正
君
、
志
積
政
一
君
、
吉
垣
照
男
君
を
当
選
人
と
定
め
る
こ
と

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

こ
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

日
程
第
十
一

君

朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

の
五
人
が
四
日
市
、
菰
野
、
川
越
『

選
挙
第
四
号
四
日
市
港
管
理
紀
合
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
で
て

日
程
第
十
、
選
挙
第
四
号
四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
を
行
な
い
ま
す
。

本
件
は
、
今
回
伊
藤
金
一
君
、
前
川
辰
男
君
、
生
川
乎
蔵
君
が
辞
識
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
欠
員
と
、
四
日
市
港
管
理
組
合
規
約
第
六
条
↑
.

次
に
『

第
一
項
の
改
正
に
伴

9
定
数
増
を
あ
わ
せ
て
補
充
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
r

指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ご
異
諸
あ
り
ま
せ
ん
の
で
？
そ
の
よ
〇
妬
決
定
S
た

t
全
ず
。

た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
伊
藤
泰
一
君
、
喜
多
野

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

選
挙
第
五
号
三
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て

r 

り
ま
せ
ん
か
。

等
君
、
日
比
義
乎
君
、
生
川
乎
蔵
君
を
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
ご
異
議
あ

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

日

比

義

．

乎

君

生

川

平

蔵

君

伊

藤

泰

君

喜

多

野

等

君

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
に

日
程
第
十

吉

垣

照

男

君

大

谷

喜

正

君

志

積

政

君

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

到

覇

也

男

辻

誠

君

r-¥ 

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

吉

垣

照

男

君

大訓

谷覇

喜

正

君

志

積

政

君

也

男

君

辻

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
に

〇
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

誠

君＇

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
す
。
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り
日
程
第
十
二

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）
次
に
r

日
程
第
十
二
、
発
議
第
七
号
四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
ー
い
て
を
議
題
と
い
だ
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
近
鉄
名
古
屋
線
の
市
内
高
架
化
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
九
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
近
鉄
高
架
促

進
特
別
委
員
会
、
行
政
区
域
の
拡
大
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
八
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
広
域
行
政
特
別
委
員
会
、
公
営
駐
車

場
の
設
置
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
九
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
公
営
駐
車
場
特
別
委
員
会
、
及
び
公
害
基
本
計
画
の
策
定
及
び

公
害
防
止
の
た
め
の
緑
化
計
面
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
九
入
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
公
害
対
策
特
別
委
員
会
、
並
び
に
青
少
年

健
全
育
成
の
た
め
の
施
設
整
備
計
画
及
び
組
織
機
構
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
九
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
青
少
年
対
策
特
別
委

員
会
を
設
置
し
、
こ
れ
に
付
託
の

9
え
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

、
〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
LJ

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
近
鉄
名
古
屋
線
の
市
内
高
架
化
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
九
人
の
交

委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
近
鉄
高
架
促
進
特
別
委
員
会
、
行
政
区
城
の
拡
大
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
八
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す

る
広
域
行
政
特
別
委
員
会
、
公
営
駐
車
場
の
設
置
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
九
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
公
営
駐
車
場
特
別
委
員
｀

合
及
び
公
害
基
本
計
画
の
策
定
及
び
公
害
防
止
の
た
め
の
緑
化
計
画
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
九
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
公

害
対
策
特
別
委
員
会
、
並
び
に
青
少
年
健
全
育
成
の
た
め
の
施
設
整
備
計
画
及
び
組
織
機
構
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
九
人
の
委
員
を

も
っ
て
構
成
す
る
青
少
年
対
策
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
こ
れ
に
付
託
の

9
え
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
設
置
さ
れ
ま
し
た
特
別
委
員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
｀
委
員
会
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ

発
議
第
七
号
四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

が
三
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

笠

田

七

衛

君

訓 伊

覇藤

也

男

君君

J Il 

村

潔

君

山

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

ご
異
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
｀

金

中

忠

君

に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
伊
藤
金
一
君
r

山
中
忠
二
毛
訓
覇
也
男
君
、
川
村

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

潔
君
、
笠
田
七
衛
君
を
当
選
人
と
定
め
る
こ
と

笠訓

田

七

覇

也

衛男

君君

JII 

村

潔

君

伊

藤

金

君

洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
に

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
の
で
r

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

山

中

忠

君

そ
の
よ

9
に
決
定
い
た
し
ま
す
。

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
＇
）

9
.

次
に
、
日
程
第
十
．
―
(
選
挙
第
五
号
一
＿
＿
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
を
行
な
い
ま
す
。
ぐ

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
戸
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
じ
た

ー19ー
ー18ー
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泰

治

郎

良

一

以
上
九
人
を
青
少
年
対
策
特
別
委
員
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

松

島

午
後
十
一
時
三
十
六
分
休
憩

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
以
上
の
諸
君
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別

委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

．

午

後

十

一

時

四

十

四

分

再

開

休
憩
前
に
引
き
続
き
‘
A
会
議
を
開
き
ま
す
。

君

藤

井

君

志

積

政哲

一夫

君

坪

井

妙

子

君

小

君

訓

覇

也

男

君

山

林本

勝

君

伊

島

武

雄

以
上
九
人
を
公
害
対
策
特
別
委
員
に
‘

藤

信

君

早

川

正

夫

君

大

君

宮

田

勇

君

笠

田

七

衛

君

伊

藤

太

郎

君

増

山

英

君

辻

誠

君

六

乎

豊

司

君

高

三

坂

上

長

十

郎

以
上
八
人
を
広
城
行
政
特
別
委
員
侭
~

荒

木

武

治

前

川

辰

男

服

部

昌

弘

天

春

文

雄

北

村

与

市

以
上
九
人
を
公
営
駐
車
場
特
別
委
員
に
『

味

一

岡

郎

君

伊

藤

金

君

君君

長大 JIl山

ロ谷

JII谷村

鐸喜

君君

中

忠

元正潔—

君君茸君

山

口

生

君

橋

力

君君

生

川

信乎

蔵

君

豊

田

稔

君

野

崎

貞

芳

君

岩

田

久

雄

君

谷

ロ・

専

九

君

定

男

以
上
九
人
を
近
鉄
高
架
促
進
特
別
委
員
に

r

加

藤

君

安

垣

勇

君

吉

垣

照

男

君

後

藤

藤

太

郎

君

日

沖

武

男

君

喜

多

野

等

君

日

比

義

平

君

伊

藤

泰

君

小．

林

喜

夫

君
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広

域

行

政

特

別

委

員

会

公
営
駐
車
場
特
別
委
員
会

公

害

対

策

特

別

委

員

会

以
上
で
あ
り
ま
す
。

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）
お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
際
会
期
の
延
長
に
つ
い
て
を
日
程
に
追
加
し
1

議
題
と
い
た
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

と
に
決
し
ま
し
た
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

こ
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

本
日
は
こ
れ
に
て
延
会
い
た
し
ま
す
。

よ
っ
て
、

こ
の
際
会
期
の
延
長
に
つ
い
て
を
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と
す
る
こ

会
期
の
延
長
に
つ
い
て

会
期
の
延
長
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
今
期
臨
時
会
の
会
期
は
本
日
ま
で
と
議
決
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
議
事
の
都
合
に
よ
り
、
会
期
を
五
月

＿
＿
十
五
日
ま
で
十
日
問
延
長
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

一
十
五
日
ま
で
十
日
間
延
長
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
r

会
期
は
五
月
一

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に

ど
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
日
の
会
議
は
こ
の
程
度
に
と
ど
め
、
延
会
い
た
し

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

本
日
は
こ
れ
に
て
延
会
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

午
後
十
一
時
四
十
七
分
延
会

日
程
追
加

青

少

年

対

策

特

別

委

員

会

委

員

長

早

川

正

夫

君

副

委

員

長

松

島

良

君

委

員

長

伊

藤

太

郎

君

宮

田

勇

君

委

員

長

北

村

与

士

m

a

君

副
委
員
長

副
委
員
長

天

春

文

雄

君

休
憩
中
に
各
特
別
委
員
会
の
正
副
委
員
長
の
互
選
を
願
い
ま
し
た
の
で

r

そ
の
結
果
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

近

鉄

高

架

促

進

特

別

委

員

会

委

員

長

一

君

・

副

委

員

長

垣

君

副

委

員

長

委
員
長

岩

田
ー

久

雄

，高

橋

力

君

安

垣

勇

吉

-28-
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昭
和
四
十
五
年
五
月
二
十
二
日

四
日
市
市
議
会
臨
時
会
会
議
録
（
第
二
号
）

四

日

市

市

議

会



日
程
第
四
議
案
第
五
六
号

日

程

第

ー

選

挙

第

一

号

第
四
議
案
第
五
六
号

第 0
議
事
日
程

昭
和
四
十
五
年
五
月
二
十
二
日
（
金
）

四
日
市
市
議
会
議
長
の
辞
服
に
つ
い
て

選

挙

第

二

号

日
程
第
二

日
程
第
三

選

挙

第

二

号

0
出
席
議
員
（
四
十
一
名
）

第 第

ー

選

挙

第

一

号
第
二
号

午
後
三
時
開
議

四
日
市
市
議
会
副
議
長
選
挙
に
つ
い
て

伊

藤

金

君

荒

木

武

治

君

天

春

文

雄

君

味

岡

四
日
市
市
議
会
議
長
選
挙
に
つ
い
て

．．．．．．．． 

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

．．．．．．．．．．．． 

0
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

四
日
市
市
議
会
副
議
長
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
議
長
の
辞
戦
に
つ
い
て

四
日
市
市
誤
会
議
長
選
挙
に
つ
い
て

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

議
案
説
明
・
・
質
疑
・
討
論
、
議
決

選 選

挙 挙

郎

君
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山安六宮松増前藤日 日早服長野生翌坪辻 高志坂後小小訓北喜川加大大岩伊伊伊

谷 多
中垣乎田島山川井比沖川部川崎川田井 橋積上藤林林覇村野村藤谷島田藤藤藤

忠 豊 良英辰泰義武正昌鐸貞乎 妙誠 力政長藤喜哲也与 定喜武久信太泰

治 十太
勇司勇 男郎乎男夫弘元芳蔵稔子一 郎郎夫夫男市等潔男正雄雄 郎

君君君君君君君君君君君君君君君君君君 君君君君君君君君君君君君君君君君君

-27- -26-



去
る
五
月
十
四
日
、

加
藤
定
男
君
か
ら
、
都
合
に
よ
り
副
議
長
を
辞
職
し
た
い
旨
の
願
い
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
誓
↑2

 

こ
の
際
、
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

0
出
席
事
務
局
戟
員

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

本
日
の
出
席
議
員
は
、

〇
欠
席
議
員
（
三
名
）

四
十
一
名
で
あ
り
ま
す
。

本
日
の
議
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
事
日
程
第
二
号
に
よ
り
取
り
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、

暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。

午
後
三
時
三
分
開
議

こ
の
際
、
議
事
の
都
合
に
よ
り
、
会
議
時
間
を
延
長
い
た
し
ま
す
。

午
後
三
時
四
分
休
憩

午
後
八
時
五
分
再
開

た
だ
い
ま
か
ら
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

書

記

よ
る
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

板

崎

大

之

丞

君

歪
ロ

記

柴

田

静

良

君

議

事

係

長

小

坂

君

次

長

森

正

太

郎

君

事

務

局

長

落

野

正

和

君

総

務

部

長

乎

井

清

君

市
長
公
室
長

谷

沢

文

男

君

収

入

役

庄

司

君

助

役

加

藤

寛

嗣

良

君

助

役

岩

野

見

斉

君

0
議
事
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者

市

長

九

鬼

喜

久

男

君

山

ロ

信

生

君

谷

ロ

専

九

君

笠

田

七

衛

君

吉

垣

照

男

君

山

本

勝

君
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0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

八
条
の
規
定
に
よ
り
、

過
去
一
年
間
、

（
拍
手
）

五
月
二
十
一
日
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
し
た
か
ら
、
報
告
い
た
し
ま
す
。

何
を
申
し
ま
し
て
も
、

議
場
中
央
に
進
む
〕

お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
加
藤
定
男
君

0
加
藤
定
男
君
一
言
、

去
る
昨
年
五
月
、
皆
さ
ん
方
の
あ
た
た
か
い
こ
推
薦
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、

理
解
あ
る
あ
た
た
か
い
皆
さ
ん
方
の
ご
支
援
と
こ
指
導
に
よ
り
ま
し
て
、

過
な
く
過
こ
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

四
日
市
市
市
議
会
の
権
威
あ
る
副
議
長
の
重
責
を
い
た
だ

さ
ら
に
は
よ
い
議
長
の
も
と
に
、

至
り
ま
せ
ん
の
で
、
皆
さ
ん
方
に
始
終
こ
迷
惑
を
お
か
け
し
た
と
存
じ
ま
す
0

今
後
と
も
十
分
に
心
に
銘
じ
、

一
生
懸
命
政
治
に
専
念
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
を
お
誓
い
い
た
し
ま
し
て
、

選
挙
第
一
号
四
日
市
市
議
会
副
議
長
選
挙
に
つ
い
て

お
礼
の
こ
と
ば
に
か
え
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
程
第
一
、
選
挙
第
一
号
四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
を
行
な
い
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
0

選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
こ
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
す
。

四
日
市
市
議
会
副
議
長
に
、
前
川
辰
男
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
前
川
辰
男
君
を
、
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

い
と
思
い
ま
す
の
で
、

日
程
第
二

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
0

よ
っ
て
、
前
川
辰
男
君
が
四
日
市
市
議
会
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

前
川
君
゜〔

副
議
長
（
前
川
辰
男
君
）
議
場
中
央
に
進
む
〕

〇
副
議
長
（
前
川
辰
男
君
）

一
言
ご
あ
い
さ
つ
申
し
上
げ
ま
す
。

副
議
長
に
こ
推
薦
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
心
か
ら
こ
の
重
責
を
痛
感
い
た
し
て
お
り
ま
す
0

で
き
る
限
り
一
生
懸
命
に
や
っ
て
い
き
た

ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

四
日
市
市
議
会
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て

0
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）
次
に
、
日
程
第
二
、
四
日
市
市
議
会
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
件
は
、
私
の
一
身
上
に
関
す
る
用
件
で
あ
り
ま
す
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
退
席
い
た
し
ま
す
。

〔
議
長
（
服
部
昌
弘
君
）
退
席
、
副
議
長
（
前
川
辰
男
君
）
沿
席
〕

〇
副
議
長
（
前
川
辰
男
君
）
議
長
服
部
昌
弘
君
か
ら
、
議
長
の
辞
戦
願
い
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
、
辞
職
願
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。

〔
事
務
局
次
長
（
森
正
太
郎
君
）
朗
読
〕

日
程
第

あ
り
が
と
う
こ
ざ
い
ま
し
た
。

（
拍
手
）

き
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

加
藤
君
゜
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間
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〔
議
長
（
山
中
忠
一
君
）
議
場
中
央
に
進
む
〕

〇
副
議
長
（
前
川
辰
男
君
）

〇
副
議
長
（
前
川
辰
男
君
）

こ
異
議
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ま
し
て
こ
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

今
般
、
都
合
に
よ
り
、

日
程
第
三

四
日
市
市
議
会
議
長
を
辞
職
い
た
し
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
0

服
部
昌
弘
君
の
議
長
の
辞
戦
を
許
可
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
服
部
昌
弘
君
の
議
長
の
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま

議
場
中
央
に
進
む
〕

、
力
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
皆
さ
ん
方
の
こ

ど
う
も
こ
の
一
年
間
、
皆
さ
ん
方
に
格
別
の
こ
や
っ
か
い
に
な
り
ま
し
て

期
待
に
十
分
沿
い
得
た
か
ど
う
か
、

あ
ま
り
自
信
も
こ
ざ
い
ま
せ
ん
が
何
と
い
た
し
ま
し
て
も
、

市
の
政
治
に
あ
ず
か
る
者
と
し
て
、
私
と
い
た
し
ま
し
て
も
徴
力
の
限
り
を
尽
く
し
て
き
た
つ
も
り
で
こ
ざ
い
ま
す
。
こ
の
一
年
を
顧
み

ま
し
て
、
ま
こ
と
に
感
慨
無
量
の
も
の
が
こ
ざ
い
ま
す
。

で
、
新
し
く
選
ば
れ
ま
し
た
新
議
長
、
副
議
長
の
も
と
で
、

選
挙
第
二
号
四
日
市
市
議
会
議
長
選
挙
に
つ
い
て

次
に
、

日
程
第
三
、
選
挙
第
二
号
四
日
市
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
を
行
な
い
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
0

選
挙
の
方
法
は
、
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し

四
日
市
市
議
会
議
長
に
、
山
中
忠
一
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
山
中
忠
一
君
を
、
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
こ
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
中
忠
一
君
）

審
議
を
賜
わ
り
ま
し
て
、

こ
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
0

よ
っ
て
、
山
中
忠
一
君
が
四
日
市
市
議
会
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
、
正
副
議
長
の
改
選
に
あ
た
り
ま
し
て
、
皆
さ
ま
方
に
は
連
日
連
夜
に
わ
た
っ
て
非
常
に
慎
重
な
る
こ

そ
の
結
果
今
日
、

四
日
市
の
市
議
会
の
非
常
に
重
責
た
る
、
名
脊
あ
る
議
長
に
私
ご
と
き
未
熟
者
を
ご
推
薦
い

た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
、
心
か
ら
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
年
は
、
新
議
長
は
、
旧
議
長
の
服
部
議
長
の
あ
と
を
引
き
継
ぐ
の
で
こ
ざ
い
ま
す
る
が
、
変
わ
っ
た
五
つ
の
特
別
委
員
会
を
設
置
さ

れ
ま
し
て
、

こ
の
私
は
前
名
議
長
の
あ
と
を
継
ぐ
わ
け
で
こ
ざ
い
ま
す
る
が
、

な
ら
な
い
懸
案
の
―
つ
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
肝
に
銘
じ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
る
が
ふ
つ
つ
か
者
の
私
で
こ
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
日

皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
の
同
情
あ
る
こ
鞭
撻
を
、
皆
さ
ま
の
全
知
全
能
の
む
ち
を
私
に
い
た
だ
き
ま
し
て
、
私
は
そ
の
重
責
を
悶

〇
副
議
長
（
前
川
辰
男
君
）

で
、
今
後
と
も
ひ
と
つ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

0
服
部
昌
弘
君

〔
服
部
昌
弘
君

し
た
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

〇
副
議
長
（
前
川
辰
男
君
）

〇
副
議
長

（
前
川
辰
男
君
）

四
日
市
市
議
会
副
議
長
殿

昭
和
四
十
五
年
五
月
二
十
一
日

辞

職

願

四
日
市
市
の
課
題
と
し
て
も
、

そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
す
。

（
拍
手
） さ

ら
に
私
も
市
政
の
た
め
に
徴
力
を
尽
く
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の

服

四

日

市

市

議

会

議

長

服

部

部 昌

こ
の
四
日
市
及
び
流
勁
の
激
し
い
そ
の

昌 弘

弘

ぜ
ひ
と
も
や
ら
な
け
れ
ば
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〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
中
忠
一
君
）

か

゜

ヽ

果
た
し
た
い
と
存
ず
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
0

ど
う
か
よ
る
し
く
ご
指
導
と
こ
鞭
撻
を
い
た
だ
き
ま
し
て

議
案
第
五
十
六
号
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

0
議
長
（
山
中
忠
一
君
）

次
に
、

日
程
第
四
、
議
案
第
五
十
六
号
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
件
は
、
荒
木
武
治
君
の
一
身
上
に
関
す
る
案
件
で
あ
り
ま
す
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
君
の
退
席
を
求

議
案
第
五
十
六
号
は
、
議
会
議
員
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
ま
し
た
坂
上
長
十
郎
氏
が
辞
任
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
後
任
監
査
委
員
と
し

よ
ろ
し
く
こ
審
議
を
賜
わ
り
ま
し
て
、
こ
同
意
賜
わ
り
ま
す
よ
う
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

0
議
長
（
山
中
忠
一
君
）

本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
別
段
こ
異
議
も
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
い
た
し
、
直
ち

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
中
忠
一
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

こ
れ
よ
り
議
案
の
採
決
を
行
な
い
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
議
案
第
五
十
六
号
は
、

る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

0
議
長
（
山
中
忠
一
君
）

こ
の
際
、

こ
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
0

よ
っ
て
、
議
案
第
五
十
六
号
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
日
の
日
程
は
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
0

今
期
臨
時
会
の
会
議
に
付
議
さ
れ
た
事
件
は
、
す
ぺ
て
議
了
い
た
し
ま
し
た
0

よ
っ
て
、
会
議
規

則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
日
を
も
っ
て
閉
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
と
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
中
忠
一
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
0

よ
っ
て
、
今
期
臨
時
会
は
本
日
を
も
っ
て
閉
会
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
、

四
日
市
市
議
会
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
八
時
二
十
分
閉
会

に
採
決
を
行
な
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
こ
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

て
、
荒
木
武
治
氏
を
こ
選
任
申
し
上
げ
る
も
の
で
こ
ざ
い
ま
す
。

〔
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）
登
壇
〕

0
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）

た
だ
い
ま
と
上
程
の
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、

市
長
。

〔
荒
木
武
治
君

0
議
長
（
山
中
忠
一
君
）

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

退
馬

め
ま
す
。

日
程
第
四

〔
副
議
長
（
前
川
辰
男
君
）
退
席
、
議
長
（
山
中
忠
一
君
）
着
席
〕

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
拍
手
）

存
じ
ま
す
の
で
、

よ
る
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
大
任
を
果
た
し
た
い
と

こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
こ
異
誤
あ
り
ま
せ
ん

こ
れ
に
同
意
す

-35- -34-



署

名

議

員

署

名

議

員

小

林

喜

夫

右
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
署
名
す
る
。

四
日
市
市
議
会
議
長

四
日
市
市
議
会
副
議
長

吉

垣

照

男

前

川

辰

男

四

日

市

市

議

会

議

長

山

中

忠
服

部

昌

弘
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